
【機密性２情報】

お 知 ら せ

〈同時資料提供先〉島根県政記者会

国道５４号の島根県雲南市三刀屋町三刀屋において、４車線整備を行う延長0.5km区間

の通行形態を変更する工事を行いますのでお知らせします。

工事期間中はご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

令和７年１０月８日

問い合わせ先 国土交通省 中国地方整備局 松江国道事務所

副 所 長（改築） 今田 修

（工事担当） 保全対策官 石本 幸夫 （内線４０６）

      （広報担当） 計画課長 水田 雄士 （内線２６１）

TEL ：（０８５２）６０－１３４７（管理第二課 直通）
URL： https://www.cgr.mlit.go.jp/matsukoku/  

いまだ    おさむ

いしもと  ゆきお

※道路の異状を発見したら、道路緊急ダイヤル 緊急通報＃９９１０へ

※松江国道事務所では、 X（旧twitter）による情報発信を行っています。
X： https://X.com/road_matsue

松江国道事務所
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松江国道事務所
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みずた    ゆうじ

一般国道５４号４車線化に伴う通行形態変更のお知らせ

～三刀屋拡幅の施工に伴い、上下線を分離～

〇工事箇所：一般国道５４号（島根県雲南市三刀屋町三刀屋）

※詳細は別紙1を参照ください。

〇通行形態変更概要：車線を上り線と下り線に分離します

※詳細は別紙2を参照ください。

〇通行形態変更日：令和 ７年１０月１５日(水) ２：００～（予定）

※天候などの影響により工事内容が変更となる場合があります。

※工事内容が変更となる場合は、道路情報板や現地の案内看板で

お知らせします。

み と やみ と や ちょううんなん

み と やみ と や ちょううんなん

み と や



別紙1

至 松江

出典：国土地理院「地理院地図（電子国土Web）」
加工：松江国道事務所

至 広島

拡幅事業中区間
（４車線整備）

事業概要

位置図

三刀屋拡幅は、国道５４号の雲南市三刀屋町三刀屋から雲南市木次町里方に至る区間の円滑な交通と交通安全の確保など

を目的とした延長4.1kmの道路整備事業です。

拡幅事業中区間（延長0.5km）の工事完了後は新たに上下線分離（セパレート）の４車線で利用可能になります。
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■通行形態

工事規制区間

凡例

■通行にあたっては、現地の案内標識等をご確認
 いただき、安全運転をお願いします。

現 況
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上下線分離後【令和7年10月15日～】

松江方面(下り線)

広島方面(上り線)

松江方面(下り線)
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※天候などの影響により工事内容が変更となる場合があります。
※工事内容が変更となる場合は、道路情報板や現地の案内看板でお知らせします。
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別紙2

工事規制区間
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完成後
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